
天草市事業承継・デザイン経営等取組支援事業補助金交付要領 

 （目的）  

第１条 この要領は、市内の事業承継の促進及び支援並びにデザイン経営等に取り組む中

小企業者等の支援を行うことを目的として、市内の後継者候補及び中小企業者が、持続

的な経営に向けた事業計画に基づいた、創意工夫を凝らした売上拡大に繋がる事業に対

して、天草市事業承継・デザイン経営等取組支援事業補助金（以下「補助金」という）

を交付することに関し、天草市補助金等交付規則（平成１８年天草市規則第４８条）（

以下「規則」という）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところに

よる。 

 （１）代表者 事業承継に取り組む代表者又は事業承継を行って３年以内である者 

 （２）後継者候補 代表者が認める事業承継の後継者候補である者 

 （３）修了生 市が実施又は後援するデザイン経営に関する実践事業等を受講した者 

 （４）地域おこし協力隊員 天草市地域おこし協力隊員設置要綱（平成 25 年天草市訓令

第３号）の規定により任用された者で任期２年目から任期終了後３年以内である者 

 

（補助対象者） 

第３条 補助の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次に掲げる要件を全て

満たすものとする。 

 （１）中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に規定する者（地域

おこし協力隊員を除く） 

（２）法人の場合は本店の所在地、個人の場合は住所地を市内に有する者で市内で事業

を行っている者（地域おこし協力隊員を除く） 

 （３）市内商工団体の支援を３回以上受け、事業計画書や資金計画書等を作成し、実際

に販路開拓等が見込める事業を行う者 

（４）暴力団員等の反社会的勢力及びその関係者ではない者 

 （５）市税を滞納していない者 

（６）国及び県が助成する他の制度と重複しない事業を行う者 

（７）代表者、後継者候補又は修了生若しくは地域おこし協力隊員である者 

 

 （補助対象事業） 

第４条 補助の対象となる事業は、次に掲げる要件を満たす事業とする。 

 （１）市内で行う売上拡大につながる事業であって、本事業の完了後、おおむね１年以

内に売上げにつながることが見込まれる事業 

（２）事業内容が、公の秩序又は善良の風俗を害することとなるおそれがない事業 

（３）新たに事業を営む場合（以下「起業」という。）で、補助事業完了日までに開業

もしくは営業開始する事業 

（４）第９条の規定による交付決定後に着手する事業 

 

 （補助対象経費） 



第５条 本補助金の補助対象経費は、市内で行う持続的な経営に向けた事業計画に基づい

た、創意工夫を凝らした売上拡大に繋がる事業に係る別表のとおりとする。ただし、経

費に係る消費税及び地方消費税額は補助対象経費から除く。 

２ 補助対象経費に係る事業を行う場合は、市内事業者で調達が難しい場合を除き、原則

として市内に事業所を有する事業者を利用するものとする。 

 

 （補助率等） 

第６条 この補助金の補助率は、予算の範囲内において、各号に掲げるものとする。 

１ 補助率は、補助対象経費の２分の１以内を乗じて得た額以内とし、補助金額に千円未

満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。 

ただし、補助対象者が地域おこし協力隊員である場合の補助率は１分の１とし、補助

金額は千円未満の端数を切り捨てた額とする。 

２ 補助金の額は、１００万円を上限とする。 

  ただし、補助対象者が地域おこし協力隊員で次に掲げるいずれかの号に該当する場合

の補助金の額は２００万円を上限とする。 

（１）事業承継の場合で承継時点の雇用数を維持する者 

（２）起業の場合で第８条に規定する申請時点で１名以上の新規雇用を行う者 

３ 補助金の交付は、補助対象者に対し年度内に１回までとする。 

 

（補助事業の採択申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「採択申請者」という。）は、天草市事

業承継・デザイン経営等取組支援事業採択申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添

付して市長に申請しなければならない。 

（１）事業計画書（様式第 1号の２） 

（２）図面及び設計書等（施設改修等を行う場合） 

（３）カタログ及び見積書等 

（４）直近の以下の書類の写し 

ア 個人事業主 所得税確定申告書第一表のほか、青色申告者は青色申告決算書１ 

面から４面、白色申告者は収支内訳書１面から２面の写し又は開業届の写し 

  イ 法人 確定申告書別表１ 

（５）事業所の位置図 

 （６）事業承継確認書（様式第１号の４）及び事業承継計画書Ｂ（採択申請者が代表者

又は後継者候補である場合） 

（７）デザイン経営確認書（様式第 1号の５）（採択申請者が修了生である場合） 

（８）商工団体意見書（様式第 1号の６） 

  （９）その他必要な書類 

２ 市長は、前項の規定による採択申請があったときは、その内容を審査し、事業内容適

否を決定したときは、天草市事業承継・デザイン経営等取組支援事業審査結果通知書（

様式第２号）により、採択申請者に通知するものとする。 

３ 審査方法は、別に定める審査表に基づき、書類審査を行う。 

 

（補助金の申請） 



第８条 前条第２項の規定により事業採択の決定を受けた者で、補助金の交付を受けよう

とする場合は、決定の通知を受けた日から３０日以内に天草市事業承継・デザイン経営

等取組支援事業補助金交付申請書（様式第３号）に次に掲げる書類を添付して市長に申

請しなければならない。 

  ただし、第７条の規定による採択申請の際に提出した書類と重複する書類は、添付不

要とする。 

（１）事業計画書（様式第 1号の２又は３） 

（２）図面及び設計書等（施設改修等を行う場合） 

（３）カタログ及び見積書等 

（４）直近の以下の書類の写し 

ア 個人事業主 所得税確定申告書第一表のほか、青色申告者は青色申告決算書１ 

面から４面、白色申告者は収支内訳書１面から２面の写し又は開業届の写し 

  イ 法人 確定申告書別表１ 

（５）事業所の位置図 

 （６）事業承継確認書（様式第１号の４）及び事業承継計画書Ｂ（採択申請者が代表者

又は後継者候補である場合） 

（７）デザイン経営確認書（様式第 1号の５）（採択申請者が修了生である場合） 

（８）商工団体意見書（様式第 1号の６） 

（９）市税等納付状況調査同意書（様式第４号） 

  （１０）その他必要な書類 

 

（補助金の交付決定） 

第９条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交

付を決定した者（以下「補助事業者」という。）に対しては天草市事業承継・デザイン

経営等取組支援事業補助金交付決定通知書（様式第５号）により、交付しないと決定し

た者に対しては天草市事業承継・デザイン経営等取組支援事業補助金不交付決定通知書

（様式第６号）により、それぞれ通知するものとする。 

 

（申請の取下げ） 

第１０条 補助事業者は、補助金の申請を取り下げようとするときは、規則第７条第１項

の申請書を市長に提出しなければならない。 

 

（補助事業の内容変更） 

第１１条 補助事業者は、第８条の規定による決定通知を受けた後、事業の内容等に変更

が生じたときは、天草市事業承継・デザイン経営等取組支援事業補助金変更計画承認申

請書（様式第７号）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による変更の申請に係る内容等が適正であると認めたときは、次

の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により、申請者に通知するものと

する。 

 （１）補助金の交付決定額の変更を伴う変更の承認をした場合 天草市事業承継・デザ

イン経営等取組支援事業補助金交付決定変更通知書（様式第８号） 

 （２）前号に掲げる変更以外の変更の承認をした場合 天草市事業承継・デザイン経営



等取組支援事業補助金変更計画承認通知書（様式第９号） 

 

（実績報告） 

第１２条 補助事業者は、事業完了日から起算して３０日を経過した日又は補助金の交付

決定を受けた日の属する年度の３月３１日のいずれか早い日までに、天草市事業承継・

デザイン経営等取組支援事業補助金実績報告書（様式第１０号）に次に掲げる書類を添

えて、市長に提出するものとする。 

 （１）事業経過報告書（様式第１０号の２） 

 （２）対象経費に係る請求書及び領収書等の写し 

 （３）事業完了後の写真 

 （４）その他必要な書類 

 

（補助金の交付確定） 

第１３条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、適当

と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、天草市事業承継・デザイン経営等取

組支援事業補助金交付確定通知書（様式第１１号）により補助事業者に通知するものと

する。 

 

（補助金の請求） 

第１４条 前条の規定による交付確定通知を受けた補助事業者で、補助金の請求をしよう

とするときは、天草市事業承継・デザイン経営等取組支援事業補助金交付請求書（様式

第１２号）により補助金を請求するものとする。 

 

（補助金の返還） 

第１５条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付を受けた者があると

きは、当該不正行為により支給を受けた補助金の全額を返還させることができる。 

 

（事業化状況報告） 

第１６条 補助事業者は、補助金の交付を受けた年度の翌年度に、市の求めに応じて、当

該事業の状況及び収益状況を天草市事業承継・デザイン経営等取組支援事業状況報告書

（様式第１３号）より報告しなければならない。 

 

（雑則） 

第１７条 この要領に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、規則の定め

るところによる。 

 

   附 則 

 この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、令和５年９月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、令和８年４月１日から施行する。 



 

 

別表（第４条関係） 

補助対象経費 

 

大項目 小項目 対象となる経費 対象とならない経費 

１ 事

業費 

⑴ 官

公庁へ

の申請

書類等

に係る

経費 

□ 法人設立に伴う司法書士、行

政書士等に支払う申請資料作成

経費 

 

□ 税務申告、決算書作成等の

ために、税理士、公認会計士

等に支払う費用及び訴訟のた

めの費用 

□ 免許の取得・登録費 

⑵ 改

修費・

設備購

入費 

□ 店舗・工場・事務所の用途に

使用するための外装・内装工事

に係る経費 

※ 住居と兼用の場合は、住居

部分を除く面積を対象とする

（按分計算）。 

□ 店舗・工場・事務所で使用す

る機械、工具、器具、備品等

（いずれも中古品含む。）の調

達経費 

□ 車両等の動産をその事業用途

のみに用いるために必要な設備

を改造する経費 

□ ソフトウェア使用権（補助対

象期間分のみに限る。） 

□ 店舗・工場・事務所を新

築、増築又は購入（中古含

む。）する場合の経費 

□ 外構工事費、駐車場の整備

費及び舗装経費 

□ 車両及び船舶等の購入費

（エンジン、船外機含む） 

□ 汎用性が高く、使用目的が

本事業の遂行に必要なものと

特定できないもの（自転車

等、テレビ、モニター、カメ

ラ（レンズ、バッテリー等の

周辺機器含む）、パソコン及び

周辺機器（ハードディスク、

ルーター、ＷＩ－ＦＩ、サー

バー等）、事務用プリンター、

複合機、タブレット端末等）

の調達経費 

□ 既に導入しているソフトウ

ェアの更新料 

□ 単なる取替え更新であっ

て、新たな販路開拓につなが

らない機械装置等 

□ 古い機械の撤去、廃棄費用 

□販売や有償レンタルを目的と

した製品、商品等の生産・調

達に係る経費 

□ その他左記「対象となる経

費」以外の経費 

⑶ 借

料 

□ 事業遂行に直接必要な機器・

設備等のリース料・レンタル料と

して支払われる経費（補助対象期

□ 通常の生産活動に係るもの 

□ 事務所等に係る家賃 



間内分に限る。） 

⑷ 原

材料費 

□ 試作費、試供品、サンプル品

の制作に係る経費として特定で

きるもの（消耗品含む。） 

□ 主として販売のための原材

料仕入れ・商品仕入れとみな

されるもの 

□ マーケティング調査時に販

売を行う場合、その販売する

製品に係る原材料・商品仕入

れ費 

□ その他左記「対象となる経

費」以外の経費 

⑸ 知

的財産

権等関

連経費 

□ 本補助事業と密接に関連し、

その実施に当たり必要となる特

許権等（実用新案、意匠、商標

含む。）の取得に要する弁護士

費用 

 ※ 補助事業完了までに出願手

続き及び費用の支払いが完了

しているもの 

 ※ 出願人は、補助事業者本人

（法人の場合は法人名義に限

る。） 

□ 他者からの知的財産権の買

取り費用 

□ 特許庁に納付される出願

料、審査請求料、特許料等 

□ 補助事業者本人又は法人以

外の外部の者と共同で申請を

行う場合の経費 

□ 知的財産権の取得につい

て、他の制度の補助等の支援

を受けることができるもの 

□ その他左記「対象となる経

費」以外の経費 

⑹ 謝

金 

□ 本事業実施のために依頼した

専門家等に謝金として支払われ

る経費 

□ 他の制度により専門家の派

遣を受けられる場合の経費 

□ 本補助事業の応募に関する

応募書類作成代行費用 

□ その他左記「対象となる経

費」以外の経費 

⑺ 旅

費  

□ 本補助事業の実施に当たり、

必要となる国内出張旅費（交通

費・宿泊料）の実費（専門家に

対する経費も含む。） 

□ 宿泊料（東京都特別区及び政

令都市の場合は 10,900 円、そ

の他の地域は 9,800 円を上限と

する。） 

□ 海外出張旅費。ただし、補

助事業期間中及び終了後3年以

内に海外を視野に入れた事業

展開を行うことができる場合

は、この限りでない（別途協

議により定める。）。 

□ タクシー代、ガソリン代、

高速通行料金、レンタカー代

等の公共交通機関以外のもの

の利用に係る経費 

□ ＪＲのグリーン車利用料

金、航空機のプレミアシート

料金 

□ プリペイドカード付き宿泊

プランの当該プリペイドカー

ド代 



□ その他左記「対象となる経

費」以外の経費 

⑻ マ

ーケテ

ィング

経費 

□ 市場調査費、市場調査に要す

る郵送料・メール便等に係る経

費 

□ 市場調査に必要な派遣、役務

等の契約による外部人材に係る

経費 

□ 市場調査のための展示会等の

出店に係る出店料、配送料等 

□ 単に切手の購入を目的とす

る経費 

□ その他左記「対象となる経

費」以外の経費 

⑼ 広

報費 

□ ウェブサイトの作成費用及び

更新費用（補助対象期間内分に

限る。） 

□ 販路開拓に係る広告宣伝費、

パンフレット印刷費、展示会等

の出店に係る出店料、配送料等 

□ 広告宣伝に必要な派遣、役務

費等の契約による外部人材に係

る経費 

□ ダイレクトメールの郵送料 

□ 販路開拓に係る事業説明会開

催費及び事業説明会、商談会等

への参加費 

□ 単に切手の購入を目的とす

る経費 

□ その他左記「対象となる経

費」以外の経費 

□販促品、名刺、商品・サービ

スの宣伝広告を目的としない会

社（店舗）案内パンフレットの

作成 

⑽ 外

注費 

□ 事業遂行に必要な業務の一部

を第三者に外注（請負）するた

めに支払われる経費（上記⑴～

⑼に該当するものを除く。） 

□ 販売用商品（有償で貸与す

るものを含む。）の製造及び開

発の外注に係る費用 

２ 委

託費 

⑴ 委

託費 

□ 事業遂行に必要な業務の一部

を第三者に委託（委任）するた

めに支払われる経費（市場調査

について調査会社を活用する場

合、ウェブサイト作成・ネット

販売システム制作委託費等） 

 ※ 委託契約の締結が必要 

 ※ 委託先は原則として 2 者以

上からの見積もりが必要 

 ※ 1 者と随意契約を行う場合

は、該当企業等としか随意契

約できない理由書が必要 

□ 販売用商品（有償で貸与す

るものを含む。）の製造及び開

発の委託に係る費用 

□ その他左記「対象となる経

費」以外の経費 

３ そ

の他 

⑴ そ

の他費

用 

□ 本人及び従業員のスキルアッ

プ、能力開発のための経費（研

修会参加費及び専門家等に対す

る経費） 

□ 求人広告費 

□ 消耗品（事務用品、衣類・

食器等の消耗品に類する費

用、新聞等購読料等） 

□２万円未満（税抜）の備品 



□ 通信運搬費（電話代、切手

代、インターネット利用料金

等）及び光熱水費 

□ 茶菓、飲食、娯楽、接待の

費用 

□ プリペイドカード、商品券

等の金券購入費 

□ 団体等の会費及びフランチ

ャイズ契約に伴う加盟・一括

広告費 

□ 自動車等車両の修理費、車

検費 

□ 本人又は法人が所有する店

舗・工場・事務所・駐車場を

使用する場合の公租公課（消

費税含む。）、各種保険料 

□ 支払いのための銀行等の振

込手数料 

□ 借入金などの支払利息 

□ 本人及び従業員が取得する

資格等に係る経費 

□ 他の事業との明確な区分が

困難である経費 

□ 汎用性があるもの、また、

その事業用途以外の目的に使

用できるものに係る経費 

□ 公的な資金の使途として、

社会通念上不適切な経費 

□ その他左記「対象となる経

費」以外の経費 

 


